
【新たな難病医療費助成の制度について】

この度「難病の患者に対する医療等に関する法律」が制定され、

平成２７年１月１日から新たな難病医療助成制度が始まりました。

○医療機関での窓口負担が３割の方は２割に引き下げられます。

　　（窓口負担が２割，１割の方は変更ありません）

○窓口で負担する金額に対して、所得状況に応じて次表のとおり「３年間の経過措置」による特定医療費（指定難病）

の「自己負担上限額」が設定されます。お支払金額が上限額に達するまでは、窓口では２割までお支払い頂いただく

こととなります。

　（窓口負担が１割の方は、窓口では１割までお支払いいただくこととなります。）

○月々の外来･入院の医療費や複数の医療機関（薬局･訪問看護ステーションを含む）での医療費を全てを合算し

た上で、上限額までお支払いただくことになるため、指定難病に係る治療を受ける際には、その都度、受給者証と一緒

になった「自己負担上限額管理票」を指定医療機関の窓口に提示し、上限額に達するまでは医療費の記載を受

けてください。

　※提示されない場合は、自己負担上限額以上にお支払いただく可能性がありますので、ご注意ください。
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【自己負担上限額（月額）】

入院時の食費 助成対象外 １／２助成対象

市民村民税　７．１万円以上　２５．１万円未満
（年収約３７０万円～８１０万円）

市民村民税　２５．１万円以上
（年収約８１０万円～）

平成２７年１月以降（新規申請） ３年間の経過措置（変更の方）

２５００円

５０００円

１０００円１０００円

【階層区分の基準】
（　）内の数字は夫婦２人
世帯の場合の年収の目安

生活保護世帯

市町村民税非課税
（世帯）

市民村民税　課税以上７．１万円未満
（年収約１６０万円～約３７０万円）


